
  

 

        議会運営委員会議次第 

 

 日  時   令和７年５月２７日（火）  

                      午後１時３０分～  

場  所   第１委員会室  

 

 

  

  

 １．議  題  

 

 

    ①  令和７年第２回二宮町議会定例会の運営について  
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報告
１

報告
２

報告
３
令和６年度二宮町一般会計予算繰越明許費繰越計算書の報告について

令和６年度二宮町土地開発公社事業報告及び決算報告について

令和7年第2回二宮町議会定例会上程議案

専決処分の承認を求めることについて
（二宮町国民健康保険税条例の一部を改正する条例）

 番号 議                            案                            名

固定資産評価員の選任について

専決処分の承認を求めることについて
（二宮町税条例の一部を改正する条例）

第４分団消防ポンプ自動車購入物品供給契約について

令和７年度二宮町一般会計補正予算（第１号）

令和６年度二宮町一般会計予算継続費繰越計算書の報告について

令和７年度二宮町介護保険特別会計補正予算（第１号）
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令和７年第２回二宮町議会定例会上程議案説明資料 

 

番 号 議案名及び議案内容等 

１ 

専決処分の承認を求めることについて（二宮町税条例の一部を改正する条例） 

地方税法及び地方税法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律が、令

和７年３月３１日に公布、令和７年４月１日に施行されたことに伴い、本条例に必要な

改正を行ったものです。 

【例規集１－７８５１】 （税務課） 

２ 

専決処分の承認を求めることについて（二宮町国民健康保険税条例の一部を改正

する条例） 

地方税法施行令の一部を改正する政令が、令和７年３月３１日に公布、令和７年４

月１日に施行されたことに伴い、本条例に必要な改正を行ったものです。 

【例規集２－３８５１】 （福祉保険課） 

３ 

固定資産評価員の選任について 

令和７年４月１日の人事異動により、総務部長が交代したことに伴い、地方税法第

404 条第２項の規定により、固定資産評価員の選任について議会の同意をお願い

するものです。                                     （総務課） 

４ 

第４分団消防ポンプ自動車購入物品供給契約について 

 予定価格が 700 万円以上となりますので、議会の議決に付すべき契約及び財産

の取得又は処分に関する条例第３条の規定に基づき、第４分団消防ポンプ自動車

の購入について、物品供給契約を締結するため、地方自治法第 96 条第１項第８号

の規定により、議会の議決を求めるものです。                 （消防課） 

５ 

令和７年度二宮町一般会計補正予算（第 1号） 

歳入歳出それぞれ 153,840千円を追加し、予算総額を 10,223,840千円とす

るものです。 

歳入の主なものにつきましては、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金及

び財政調整基金繰入金の追加です。 

歳出の主なものにつきましては、新庁舎整備事業における埋蔵文化財発掘調査

委託料、埋蔵文化財調査補助土木工事及び物価高騰対応重点支援地方創生臨時

交付金を活用した定額減税不足額給付金事業などを追加するものです。 

６ 

令和７年度二宮町介護保険特別会計補正予算（第 1号） 

歳入歳出それぞれ 561千円を追加し、予算総額を 3,129,339千円とするもの

です。 

歳入につきましては、繰入金の追加です。 

歳出につきましては、町村情報システム共同利用負担金を追加するものです。 

 

番 号 議案名及び議案内容等 

報告 

１ 

令和６年度二宮町土地開発公社事業報告及び決算報告について 

 地方自治法第 243 条の３第２項の規定により、二宮町土地開発公社の経営 

状況を報告するものです。 
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２ 

令和６年度二宮町一般会計予算継続費繰越計算書の報告について 

 継続費として議決を経た、消防庁舎大規模改修事業について、地方自治法施行

令第 145条第 1項の規定により、継続費繰越計算書を調製したので報告するもの

です。 

３ 

令和６年度二宮町一般会計予算繰越明許費繰越計算書の報告について 

 繰越明許費として議決を経た、物価高騰対応重点支援給付金事業等の 5 件の事

業について、地方自治法施行令第 146 条第２項の規定により、繰越明許費繰越計

算書を調製したので報告するものです。 
 

議案等の発送日  令和７年５月 30日（金） 



令和７年第２回二宮町議会定例会 議事及び会期日程（案） 
 

                                                （令和７年５月 27日開催 議会運営委員会） 

 

１ 

６月 ６日（金）    ９：００    議会運営委員会    

９：３０    本会議 

 

①署名議員の指名について 
7番  松﨑  健  議員 

8番  浜井 直彦 議員 

②会期の決定について 6/6～6/18 13日間 

③マイナ保険証の保有の有無にかかわらず、国民健康保険加入者全員

に資格確認書を発行することを求める陳情 

協議事項 

     （陳情第５号） 

④マイナ保険証の有無にかかわらず、国保加入者全員に資格確認書を

発行する手続きを、行わせるための対応を求める意見書を国に対し

て提出することを求める陳情 

協議事項 

     （陳情第６号） 

⑤子どもたちに豊かな学びを保障するために、教職員定数改善と教育

予算の増額、義務教育費国庫負担制度の堅持・拡充を求める陳情 

協議事項 

     （陳情第７号） 

⑥「天然記念物用地への疑念」と「基本設計の抜本見直し」の陳情 
協議事項 

     （陳情第８号） 

⑦専決処分の承認を求めることについて 

（二宮町税条例の一部を改正する条例） 

即決     

議案第 28号 

⑧専決処分の承認を求めることについて 

（二宮町国民健康保険税条例の一部を改正する条例） 

即決     

議案第 29号 

⑨固定資産評価員の選任について 
即決     

議案第 30号 

⑩第４分団消防ポンプ自動車購入物品供給契約について 
即決     

議案第 31号 

⑪令和７年度二宮町一般会計補正予算（第１号） 
即決 

      議案第 32号 

⑫令和７年度二宮町介護保険特別会計補正予算（第１号） 
即決 

      議案第 33号 

⑬令和６年度二宮町土地開発公社事業報告及び決算報告について 報告         報告第 1号 

⑭令和６年度二宮町一般会計予算継続費繰越計算書の報告について 報告         報告第 2号 

⑮令和６年度二宮町一般会計予算繰越明許費繰越計算書の報告につい

て 
報告         報告第 3号 

２ ６月  ７日（土）  休 会  

３ ６月  ８日（日）  休 会  

４ 

６月 ９日（月）  本会議  休会 
 

 ９：３０    総務建設経済常任委員会 付託案件審査 

教育福祉常任委員会 付託案件審査 

５ ６月１０日（火） 休 会 ●休会：委員会記録作成 

６ ６月１１日（水） 休 会 ●休会：一般質問前 

 

 



 

 

７ 

 

６月１２日（木）  ９：３０   本会議 （テレビ放映） 

 

通告締切 6/2（月）16時 

 

登壇原稿 及び 

スライドデータ提出 

6/5（木）正午 

一般質問 

 

８ 
６月１３日（金）  ９：３０   本会議 

一般質問 

９ ６月１４日（土） 休 会  

10 ６月１５日（日） 休 会  

11 ６月１６日（月） 休 会 ●休会：委員長報告調整 

12 ６月１７日（火） 休 会 ●休会：委員長報告調整 

13 

６月１８日（水） ９：３０   本会議 
 

委員長報告（陳情） 報告・質疑・討論・表決 

本会議終了後   議会全員協議会  

 



● 協議・確認事項 

 

１．請願及び陳情の取扱い・執行者への出席要請について 

 

陳 情 審 査 案 件 趣旨説明 取扱い（執行者出席要請） 

①マイナ保険証の保有の有無にかかわ

らず、国民健康保険加入者全員に資格

確認書を発行することを求める陳情 

有 

□教育福祉常任委員会に付託 

（担当部長以下） 
 

□机上配付 

②マイナ保険証の有無にかかわらず、国

保加入者全員に資格確認書を発行す

る手続きを、行わせるための対応を求

める意見書を国に対して提出するこ

とを求める陳情 

有 

□教育福祉常任委員会に付託 

（担当部長以下） 

 

□机上配付 

③子どもたちに豊かな学びを保障する

ために、教職員定数改善と教育予算の

増額、義務教育費国庫負担制度の堅

持・拡充を求める陳情 

有 

□教育福祉常任委員会に付託 

（教育長以下） 

 

□机上配付 

④「天然記念物用地への疑念」と「基本

設計の抜本見直し」の陳情 
有 

 

□総務建設経済常任委員会に付託 

（担当部長以下） 

 

□机上配付 

 

   ※条例関係の町長堤出議案の審査は、「町長以下担当班長まで」が出席します。 

 

 


